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（注）お誕生、おくやみ欄の掲載は、ご家族等の掲載承諾を頂いて
載せております。

道立函館高等技術専門学院
令和６年度訓練生を募集しています
　道立函館高等技術専門学院では、次のとおり令
和６年度の訓練生を募集しています。

○募集科目・定員
　機械技術科　　　　　10名
　システム制御技術科　20名
　自動車整備科　　　　20名
　建設技術科　　　　　10名
○対象
　求職者（高等学校卒業予定者およびすでに高等
学校を卒業した方等）
○受付期間
【学校長・自己推薦選考】
　11月１日（水）～11月20日（月）
【一般選考】
　11月21日（火）～12月11日（月）
○選考日
【学校長・自己推薦選考】11月24日（金）
【一般選考】　　　　　　12月15日（金）

※お問い合わせ先
　道立函館高等技術専門学院
　電話０１３８－４７－１１２１

ＪＩＣＡ海外協力隊募集！

　独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）では、
開発途上国で現地の人々と同じ生活をしながらと
もに働き、国づくりに貢献するボランティアを募
集しています。
　秋募集の期間中は、次のとおり説明会を開催し
ます。応募に関する詳しい情報を知る絶好の機会
ですので、お気軽にお越しください。なお、参加
は無料で、予約の必要はありません。

○応募受付期間
　11月１日（水）～12月11日（月）
○ＪＩＣＡ海外協力隊2023年秋募集説明会
・日時
　11月４日（土）　午後２時～午後４時
・会場
　函館コミュニティプラザGスクエア

※お問い合わせ先
　青年海外協力協会
　電話０２２３－３６－９８５１

11月30日は年金の日です

　厚生労働省では、「国民一人ひとり、「ねんきん
ネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に
思いを巡らす日」として、毎年11月30日（いいみ
らい）を年金の日としています。
　「ねんきんネット」等を利用して、年金記録や年
金受給見込額を確認し、高齢期に備え、生活設計
に思いを巡らせることを呼びかけています。
　「ねんきんネット」は、スマートフォンやパソコ
ンなどで、これまでの年金記録の確認や将来受け
取る年金の見込額の試算など、さまざまな機能を
利用できるサービスです。
　「ねんきんネット」「ねんきん定期便」に関する
お問い合わせは次の専用番号へおかけください。
（電話０５７０－０５８－５５５（ナビダイア
ル））

※お問い合わせ先
　函館年金事務所
　電話０１３８－３１－９０８６

おくやみもうしあげます
住　所享　年氏　　　名

大岩8６歳盛田　武男さん

本別95歳種﨑　ゆきさん

おたんじょうおめでとう
住　所保護者氏　　　名

宮浜啓佑大木　 悠  瑠 くん　
は る

宮浜みゆり工藤　 月  愛 ちゃん
る あ

世帯と人口（10月１日現在）
（　　）は前月比

世帯数　1, 867世帯（－７）
　男　　1, 696 人 （±０）
　計　　3, 595 人 （－12）

　女　　1, 899 人 （－12）

●65歳以上の人口 1, 486人（高齢化率41. 3％）

魚　種 数量（トン） 水揚金額（千円） 魚　種 数　量（トン） 水揚金額（千円）

たこ 39.9 （21.0）47,721.4（31,400.9）さば 28.5 （24.8） 1,361.5 （976.0）

さけ 0.5 （1.1） 343.3 （986.6）ふくらぎ 16.8 （16.4） 3,586.8 （8,227.6）

いか 0.2 （0.5） 140.7 （248.8）まぐろ 1.3 （0.3） 2,106.0 （193.6）

かれい 0.9 （0.5） 395.7 （143.3）たら 1.7 （1.0） 84.1 （48.1）

あぶらこ 1.2 （1.6） 1,128.7 （1,570.6）つぶ 13.5 （15.0） 6,877.5 （6,547.0）

ほっけ 11.6 （11.5） 2,783.8 （2,886.2）えび 0.2 （0.1） 313.5 （96.4）

がや 0.4 （1.6） 97.4 （699.7）その他魚類 0.6 （0.5） 87.6 （87.7）

ひらめ 0.4 （0.2） 205.5 （147.0）合計 117.7 （96.1） 67,233.5 （54,259.5）

かっこ内は昨年９月の水揚９月の水揚量・水揚金額

全刑法犯
認知件数

窃盗犯認知件数 その他刑法
認知件数侵入盗 車上狙い その他窃盗

町　内 ２件 ０件 ０件 １件 １件

人身事故 死者数 傷者数 物損事故

町内 １件 ０人 ２人 34件

犯罪発生状況（１月１日から９月30日まで） 交通事故発生状況（１月１日から９月30日まで）

１　犯罪被害者等支援活動の周知と参加の促進お

よび犯罪被害給付制度の周知徹底

　～「社会に広げよう被害者支援の輪」～
①犯罪被害に遭われた方への理解
　自分自身が犯罪被害に遭う。自分の大切な人が
犯罪被害に遭う。などと考えた事がありますか？
犯罪被害者の方々は、ある日突然、犯罪被害に
遭ったことで、直接的なダメージのみならず、精
神的な被害も受けています。
　このような犯罪被害者の現状を理解し、一日で
も早く犯罪被害者が問題を克服できるように寄り
添い、社会全体で犯罪被害者を支えていくことが
できる支援の輪を広げていきましょう。

②犯罪被害者等のための各種相談窓口の積極的利
用

　警察では、事件や事故の被害に遭われた方、家
庭内暴力、ストーカーなどで悩んでいる方の相談
を受け付けています。
　また、心の傷が癒やされずに悩んでいる方のた
めに、民間の被害者相談窓口のカウンセラーがあ
なたの話をお聞きします。

◇性犯罪被害１１０番　＃8103（ハートさん）
　※＃8103（ハートさん）につながらない場合、
　　フリーダイヤル：0120－756－310
◇少年相談１１０番　
　フリーダイヤル 0120－677－110
◇暴力団相談電話　011－222－0200
◇道警相談センター　＃9110
◇函館被害者相談室（民間）　0138－43－8740

２　冬の交通安全運動の実施

①運動期間　11月13日（月）～11月22日（水）
②運動重点
・子ども、高齢者を始めとする歩行者の安全確保
・スリップ事故防止と全席シートベルト着用
・飲酒運転の根絶
③事故防止のポイント
・ドライバーの皆さんへ　交差点ではスピードダ

ウンと早めの冬タイヤへの交換の実施
・歩行者の皆様へ　明るめの洋服を着たり反射材

の活用と横断歩道の利用、信号を守りましょう
・飲酒運転の根絶　飲酒運転をしない、させな

い、許さない、そして見逃さない


